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  平成20年11月28日 

                                         岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第84号 

   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則 

 （職業訓練援助規則の一部改正） 

第１条 職業訓練援助規則（昭和36年岩手県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64

号）第15条の２第１項の規定による事業主、事業主の団体、

職業訓練法人、若しくは職業能力開発協会又は民法（明治29

年法律第89号）第34条の規定により設立された法人、法人で

ある労働組合その他の営利を目的としない法人で、職業訓練

を行い、若しくは行おうとするもの（以下「事業主等」とい

う。）の行う職業訓練に対する援助に関し必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この規則は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64

号）第15条の２第１項の規定による事業主、事業主の団体、

職業訓練法人若しくは職業能力開発協会又は一般社団法人若

しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目

的としない法人で、職業訓練を行い、若しくは行おうとする

もの（以下「事業主等」という。）の行う職業訓練に対する

援助に関し必要な事項を定めるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （農業近代化資金利子補給規則の一部改正） 

第２条 農業近代化資金利子補給規則（昭和36年岩手県規則第58号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（利子補給の承認申請） （利子補給の承認申請） 

第５条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けよう

とする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代

化資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管する広域振

興局長又は地方振興局長（当該融資を受けようとする者が法

第２条第１項第３号に規定する農業協同組合連合会又は農業

近代化資金融通法施行令（昭和36年政令第346号）第１条第２

号に規定する農業協同組合中央会、同条第３号に規定する農

業共済組合連合会、同条第４号に規定する土地改良区連合、

同条第５号に規定するたばこ耕作組合、同条第７号に規定す

る民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立され

た法人若しくは同令第１条第８号に規定する株式会社（別に

定めるものに限る。）であるときは、知事。以下「知事等」

という。）に提出しなければならない。 

第５条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けよう

とする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代

化資金利子補給承認申請書（様式第１号）を所管する広域振

興局長又は地方振興局長（当該融資を受けようとする者が法

第２条第１項第３号に規定する農業協同組合連合会又は農業

近代化資金融通法施行令（昭和36年政令第346号）第１条第２

号に規定する農業協同組合中央会、同条第３号に規定する農

業共済組合連合会、同条第４号に規定する土地改良区連合、

同条第５号に規定するたばこ耕作組合、同条第７号に規定す

る一般社団法人若しくは一般財団法人若しくは同条第８号に

規定する株式会社（別に定めるものに限る。）であるときは

、知事。以下「知事等」という。）に提出しなければならな

い。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （農業協同組合法施行細則の一部改正） 

第３条 農業協同組合法施行細則（昭和39年岩手県規則第13号）の一部を次のように改正する。 



改正前 改正後 

 （農事組合法人の組合員の仮理事選任請求）  （農事組合法人の組合員の一時理事の職務を行うべき者の選

任請求） 

第16条 第９条の規定は、農事組合法人の組合員又は利害関係

人が法第73条第２項において準用する民法第56条の規定によ

り、仮理事の選任を請求しようとする場合に準用する。 

第16条 第９条の規定は、農事組合法人の組合員又は利害関係

人が法第72条の12の６の規定により、一時理事の職務を行う

べき者の選任を請求しようとする場合に準用する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （公有財産規則の一部改正） 

第４条 公有財産規則（昭和39年岩手県規則第40号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（災害共済への委託等） 

第７条 財産は、予算の範囲内で、法第263条の２第１項に規定

する全国的な公益法人にその災害共済を委託し、又はその他

の災害に関する保険に付するものとし、これらに関する事務

の所管は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（災害共済への委託等） 

第７条 財産は、予算の範囲内で、法第263条の２第１項に規定

する全国的な公益的法人にその災害共済を委託し、又はその

他の災害に関する保険に付するものとし、これらに関する事

務の所管は、次に掲げるとおりとする。 

(１)・(２) ［略］ (１)・(２) ［略］ 

別表第３（第17条関係） 別表第３（第17条関係） 

 区 分 算出方法 区 分 算出方法 

  ［略］   ［略］ 

 共済基金分担

金相当額 

法第263条の２に規定する公益法人に災

害共済を委託する場合の共済分担金又は

火災保険、災害保険その他の損害保険の掛

金により算出するものとする。 

 共済基金分担

金相当額 

法第263条の２第１項に規定する公益的

法人に災害共済を委託する場合の共済分

担金又は火災保険、災害保険その他の損害

保険の掛金により算出するものとする。

  ［略］   ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県県税条例施行規則の一部改正） 

第５条 岩手県県税条例施行規則（昭和41年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第125号の４（第68条関係） 様式第125号の４（第68条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］    ［略］ 

 備考１ この申請書を提出する際には、次の書類を添付

してください。 

   (１) ［略］ 

  備考１ この申請書を提出する際には、次の書類を添付

してください。 

   (１) ［略］ 

    (２) 財団法人日本自動車査定協会が発行する中

古商品自動車証明書 

 

 

     (２) 財団法人日本自動車査定協会（昭和41年６月

１日に財団法人日本自動車査定協会という名称

で設立された法人をいう。）が発行する中古商品

自動車証明書 

    (３) ［略］      (３) ［略］ 

 



  ２・３ ［略］   ２・３ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （土地改良法施行細則の一部改正） 

第６条 土地改良法施行細則（昭和41年岩手県規則第23号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第25号（第２条関係） 様式第25号（第２条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  清算を結了したので、土地改良法第76条において準用す 

る民法第83条の規定により、次の書類を添えて届けます。 

 清算を結了したので、土地改良法第71条の２の規定によ 

り、次の書類を添えて届けます。 

 １・２ ［略］  １・２ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （私立学校法施行細則の一部改正） 

第７条 私立学校法施行細則（昭和42年岩手県規則第32号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （清算中に就職した清算人の届出）  （清算中に就職した清算人の届出） 

第８条 法第58条第１項において準用する民法（明治29年法律

第89号）第77条第２項の規定による清算中に就職した清算人

についての届出は、清算中に就職した清算人届（様式第９号

）に、当該登記事項証明書を添えてしなければならない。 

第８条 法第50条の７の規定による清算中に就職した清算人に

ついての届出は、清算中に就職した清算人届（様式第９号）

に、当該登記事項証明書を添えてしなければならない。 

 （清算結了の届出）  （清算結了の届出） 

第９条 法第58条第１項において準用する民法第83条の規定に

よる清算人がする清算結了についての届出は、清算結了届（

様式第10号）によってしなければならない。 

第９条 法第50条の14の規定による清算人がする清算結了につ

いての届出は、清算結了届（様式第10号）によってしなけれ

ばならない。 

様式第９号（第８条、第10条関係） 様式第９号（第８条、第10条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  清算中の学校法人（準学校法人）     の清算人に 

就職したので、私立学校法第58条第１項（同法第64条第５ 

項において準用する場合を含む。）において準用する民法 

第77条第２項の規定により、関係書類を添えて、お届けし 

ます。 

  清算中の学校法人（準学校法人）     の清算人に 

就職したので、私立学校法第50条の７（同法第64条第５項 

において準用する場合を含む。）の規定により、関係書類 

を添えて、お届けします。 

 ［略］  ［略］ 

様式第10号（第９条、第10条関係） 様式第10号（第９条、第10条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  学校法人（準学校法人）    の清算が、 年 月  

日に結了したので、私立学校法第58条第１項（同法第64条 

第５項において準用する場合を含む。）において準用する 

民法第83条の規定により、お届けします。 

  学校法人（準学校法人）    の清算が、 年 月  

日に結了したので、私立学校法第50条の14（同法第64条第 

５項において準用する場合を含む。）の規定により、お届 

けします。 

 ［略］  ［略］ 

 



備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （道路占用料徴収条例施行規則の一部改正） 

第８条 道路占用料徴収条例施行規則（昭和46年岩手県規則第38号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（占用料の特例） 

第２条 ［略］ 

（占用料の特例） 

第２条 ［略］ 

２ 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。 ２ 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。 

 (１)～(９) ［略］  (１)～(９) ［略］ 

 (10) 公益法人が設置する有線テレビ（ＣＡＴＶ）電柱、架

空の道路縦横断電線及び各戸引込電線 

 (10) 一般社団法人又は一般財団法人が設置する有線テレビ

（ＣＡＴＶ）電柱、架空の道路縦横断電線及び各戸引込電

線 

 (11)～(21) ［略］  (11)～(21) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県自然環境保全条例施行規則の一部改正） 

第９条 岩手県自然環境保全条例施行規則（昭和49年岩手県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（保全事業の一部を執行できる公共団体） （保全事業の一部を執行できる公共団体） 

第13条 条例第14条第２項に規定する知事が定める公共団体は

、次に掲げるものとする。 

第13条 条例第14条第２項に規定する知事が定める公共団体は

、次に掲げるものとする。 

 (１)～(14) ［略］  (１)～(14) ［略］ 

 (15) 社団法人岩手県農業公社  (15) 社団法人岩手県農業公社（昭和46年３月29日に社団法

 人岩手県農地管理開発公社という名称で設立された法人を

いう。） 

 (16) 財団法人岩手県観光協会  (16) 財団法人岩手県観光協会（昭和39年４月16日に財団法

 人岩手県観光開発公社という名称で設立された法人をいう

。） 

 (17)・(18) ［略］  (17)・(18) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付条例施行規則の一部改正） 

第10条 高等学校定時制課程及び通信制課程等修学資金貸付条例施行規則（昭和50年岩手県規則第21号）の一部を次のように改正

する。 

改正前 改正後 

（届出） （届出） 

第12条 ［略］ 第12条 ［略］ 

２ 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

その旨を知事等に届け出なければならない。 

２ 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

その旨を知事等に届け出なければならない。 

 (１)～(10) ［略］  (１)～(10) ［略］ 

 (11) 修学資金の貸付けを受けている間において、財団法人

岩手育英奨学会が行う奨学金の貸付けを受けることとなっ

たとき。 

 (11) 修学資金の貸付けを受けている間において、財団法人

岩手育英奨学会（昭和42年７月14日に財団法人岩手育英奨

学会という名称で設立された法人をいう。）が行う奨学金の



 貸付けを受けることとなったとき。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （職員の退職手当の支給等に関する規則の一部改正） 

第11条 職員の退職手当の支給等に関する規則（昭和50年岩手県規則第70号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（基礎在職期間） （基礎在職期間） 

第３条の２ 条例第５条の２第２項第19号に規定する規則で定

める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。 

第３条の２ 条例第５条の２第２項第19号に規定する規則で定

める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年

岩手県条例第67号）第18条第１項に規定する場合における

同項に規定する特定法人の職員としての引き続いた在職期

 (４) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13

年岩手県条例第67号）第18条第１項に規定する場合におけ

る同項に規定する特定法人の職員としての引き続いた在職

間 期間 

 (５) ［略］  (５) ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （中小企業高度化資金貸付規則の一部改正） 

第12条 中小企業高度化資金貸付規則（昭和51年岩手県規則第74号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ この規則において「公益法人」とは、民法（明治29年法律

第89号）第34条の規定により設立された法人をいう。 

２ この規則において「一般社団法人等」とは、一般社団法人

又は一般財団法人をいう。 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

５ この規則において「中小企業高度化事業」とは、次に掲げ ５ この規則において「中小企業高度化事業」とは、次に掲げ

る事業をいう。 る事業をいう。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 市町村、土地開発公社、公益法人（出資金額又は拠出

された金額の２分の１以上を地方公共団体が出資し、又は

拠出しているものに限る。）又は中小企業総合事業団法施

行令（平成11年政令第203号。以下「政令」という。）第３

条第１項第１号に規定する事業（以下「集団化事業」とい

う。）を行う事業協同組合若しくは協同組合連合会が、集

団化事業（事業協同組合及び協同組合連合会にあっては、

当該事業協同組合又は協同組合連合会が行う集団化事業に

限る。）の用に供している施設であって倒産又はこれに準

ずる事態にあると認められる者の所有等に係るものを取得

し、保全し、及びこれを他の適当と認められる中小企業者

に対し譲り渡す事業（以下「倒産等企業施設先行取得事業

」という。） 

 (２) 市町村、土地開発公社、一般社団法人等（一般社団法

人にあってはその社員総会における議決権の２分の１以上

を地方公共団体が有しているもの、一般財団法人にあって

は設立に際して拠出された財産の価額の２分の１以上が地

方公共団体により拠出されているものに限る。）又は中小

企業総合事業団法施行令（平成11年政令第203号。以下「政

令」という。）第３条第１項第１号に規定する事業（以下

「集団化事業」という。）を行う事業協同組合若しくは協

同組合連合会が、集団化事業（事業協同組合及び協同組合

連合会にあっては、当該事業協同組合又は協同組合連合会

が行う集団化事業に限る。）の用に供している施設であっ

て倒産又はこれに準ずる事態にあると認められる者の所有

等に係るものを取得し、保全し、及びこれを他の適当と認



 められる中小企業者に対し譲り渡す事業（以下「倒産等企

 業施設先行取得事業」という。） 

 (３)～(５) ［略］  (３)～(５) ［略］ 

（貸付け） （貸付け） 

第３条 知事は、県内において中小企業高度化事業を実施する

中小企業者、公益法人、特定会社、商工会等、市町村又は土

地開発公社に対し、予算の範囲内において、当該事業の用に

供する土地、建物その他の施設（以下「貸付対象施設」とい

う。）の取得、造成及び設置並びに電子計算機に係るソフト

ウエアの開発又は取得（以下「貸付対象事業」という。）に

必要な資金の貸付けを行うものとする。 

第３条 知事は、県内において中小企業高度化事業を実施する

中小企業者、一般社団法人等、特定会社、商工会等、市町村

又は土地開発公社に対し、予算の範囲内において、当該事業

の用に供する土地、建物その他の施設（以下「貸付対象施設

」という。）の取得、造成及び設置並びに電子計算機に係る

ソフトウエアの開発又は取得（以下「貸付対象事業」という

。）に必要な資金の貸付けを行うものとする。 

（保証人） （保証人） 

第６条 借主は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲 第６条 借主は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲

げる者を保証人として立てなければならない。ただし、市町

村が借主である場合又は借主を支援する市町村が県と貸付金

の貸付けに係る損失補償契約を結ぶ場合は、この限りでない。

げる者を保証人として立てなければならない。ただし、市町

村が借主である場合又は借主を支援する市町村が県と貸付金

の貸付けに係る損失補償契約を結ぶ場合は、この限りでない。

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

(４) 公益法人である借主にあっては、当該公益法人の理事

である者全員 

(４) 一般社団法人等である借主にあっては、当該一般社団

法人等の理事である者全員 

 (５)～(９) ［略］  (５)～(９) ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

様式第６号（第20条関係） 様式第６号（第20条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

 注１・２ ［略］  注１・２ ［略］ 

  ３ 組合及び公益法人にあっては事業概要、決算書、事 

業計画及び議事録を、企業にあっては決算書を添付し 

てください。 

  ３ 組合及び一般社団法人等にあっては事業概要、決算 

書、事業計画及び議事録を、企業にあっては決算書を 

添付してください。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例施行規則の一部改正） 

第13条 特定非営利活動法人の設立の手続等に関する条例施行規則（平成10年岩手県規則第151号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （解散の届出等）  （解散の届出等） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 法第40条第１項において準用する民法（明治29年法律第89

号）第77条第２項の規定による届出は、当該清算人の登記を

したことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出

書（様式第８号）を知事に提出してするものとする。 

２ 法第31条の８の規定による届出は、当該清算人の登記をし

たことを証する登記事項証明書を添付した清算人就職届出書

（様式第８号）を知事に提出してするものとする。 

 （清算結了の届出）  （清算結了の届出） 

第11条 法第40条第１項において準用する民法第83条の規定に 第11条 法第32条の３の規定による届出は、清算結了の登記を



よる届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証

明書を添付した清算結了届出書（様式第10号）を知事に提出

してするものとする。 

したことを証する登記事項証明書を添付した清算結了届出書

（様式第10号）を知事に提出してするものとする。 

（知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する規則の準用） 

（知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等におけ

る情報通信の技術の利用に関する規則の準用） 

第15条 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する規則（平成17年岩手県

規則第72号）の規定は、条例第６条の規定により読み替えて

準用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信

の技術の利用に関する条例（平成17年岩手県条例第52号）の

規定を適用する場合について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

第15条 知事の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する規則（平成17年岩手県

規則第72号）の規定は、条例第６条の規定により読み替えて

準用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信

の技術の利用に関する条例（平成17年岩手県条例第52号）の

規定を適用する場合について準用する。この場合において、

次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものと

する。 

 第２条  ［略］ 特定非営利活動促進法（平成 10年法

律第７号。以下「法」という。）第

14条において準用する民法（明治 29

年法律第 89 号）第 51 条第１項並び

に法第 28 条第１項及び第 35 条第１

項の規定による備置き 

  第２条  ［略］ 特定非営利活動促進法（平成10年法

律第７号。以下「法」という。）第

14条、第28条第１項及び第35条第１

項の規定による備置き 

 

 第４条  ［略］ 法第14条において準用する民法第51

条第１項並びに法第28条第１項及び

第35条第１項の規定による作成 

  第４条  ［略］ 法第14条、第28条第１項及び第35条第

１項の規定による作成 

 

  ［略］    ［略］  

様式第４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

 備考１・２ ［略］  備考１・２ ［略］ 

   ３ 所轄庁の変更を伴う場合には、２に掲げる書類の 

ほか、次の書類を添付してください。 

   ３ 所轄庁の変更を伴う場合には、２に掲げる書類の 

ほか、次の書類を添付してください。 

    (１)・(２) ［略］     (１)・(２) ［略］ 

    (３) 直近の法第28条第１項に規定する事業報告書 

等（設立後当該書類が作成されるまでの間にあっ 

ては法第14条において準用する民法第51条第１項 

の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成さ 

れるまでの間にあっては法第35条第１項の財産目 

録） 

    (３) 直近の法第28条第１項に規定する事業報告書 

等（設立後当該書類が作成されるまでの間にあっ 

ては法第14条の規定による成立の時の財産目録、 

合併後当該書類が作成されるまでの間にあっては 

法第35条第１項の財産目録） 

 ［略］  ［略］ 

様式第８号（第９条関係） 様式第８号（第９条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  下記のとおり    の解散に係る清算中に清算人が就   下記のとおり    の解散に係る清算中に清算人が就 



職したので、特定非営利活動促進法第40条第１項において 職したので、特定非営利活動促進法第31条の８の規定によ 

準用する民法第77条第２項の規定により、届け出ます。 り、届け出ます。 

 ［略］  ［略］ 

様式第10号（第11条関係） 様式第10号（第11条関係） 

 ［略］  ［略］ 

        の解散に係る清算が結了したので、特定非 

営利活動促進法第40条第１項において準用する民法第83条 

の規定により、届け出ます。 

        の解散に係る清算が結了したので、特定非 

営利活動促進法第32条の３の規定により、届け出ます。 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （知事が保有する行政文書の開示等に関する規則の一部改正） 

第14条 知事が保有する行政文書の開示等に関する規則（平成11年岩手県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第８条関係） 

 ［略］ 

社団法人岩手県畜産協会 

 

別表第３（第８条関係） 

 ［略］ 

社団法人岩手県畜産協会（昭和30年12月19日に社団法人岩手

県畜産会という名称で設立された法人をいう。） 

社団法人岩手県農業公社 社団法人岩手県農業公社（昭和46年３月29日に社団法人岩手

県農地管理開発公社という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県観光協会 財団法人岩手県観光協会（昭和39年４月16日に財団法人岩手

県観光開発公社という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県土木技術振興協会 財団法人岩手県土木技術振興協会（昭和56年４月１日に財団

 法人岩手県土木技術振興協会という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人グリーンピア田老 財団法人グリーンピア田老（昭和59年４月１日に財団法人グ

リーンピア田老という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人いわて産業振興センター 

 

財団法人いわて産業振興センター（昭和61年８月30日に財団

法人岩手県高度技術振興協会という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人岩手県下水道公社 財団法人岩手県下水道公社（昭和62年３月31日に財団法人岩

手県下水道公社という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県長寿社会振興財団 財団法人岩手県長寿社会振興財団（昭和63年５月20日に財団

法人岩手県長寿社会振興財団という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人岩手県国際交流協会 財団法人岩手県国際交流協会（平成元年10月18日に財団法人

岩手県国際交流協会という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県林業労働対策基金 財団法人岩手県林業労働対策基金（平成３年10月31日に財団

法人岩手県林業労働対策基金という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人岩手生物工学研究センター 財団法人岩手生物工学研究センター（平成４年２月１日に財



 団法人岩手生物工学研究センターという名称で設立された法

 人をいう。） 

財団法人ふるさといわて定住財団 財団法人ふるさといわて定住財団（平成５年５月20日に財団

法人ふるさといわて定住財団という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人さんりく基金 財団法人さんりく基金（平成６年５月２日に財団法人三陸地

域総合研究センターという名称で設立された法人をいう。） 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （介護保険法施行細則の一部改正） 

第15条 介護保険法施行細則（平成11年岩手県規則第119号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

様式第７号（第６条関係） 様式第７号（第６条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 備考１ ［略］  備考１ ［略］ 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、社団法人、株式会社

、有限会社等の別を記載してください。 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、株式

会社、有限会社等の別を記載してください。 

   ３～７ ［略］    ３～７ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第21号（第20条関係） 様式第21号（第20条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 備考１ ［略］  備考１ ［略］ 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、社団法人、株式会社

、有限会社等の別を記載してください。 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、株式

会社、有限会社等の別を記載してください。 

   ３～８ ［略］    ３～８ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第26号（第24条関係） 様式第26号（第24条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

 備考１ ［略］  備考１ ［略］ 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、社団法人、株式会社

、有限会社等の別を記載してください。 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、株式

会社、有限会社等の別を記載してください。 

   ３～７ ［略］    ３～７ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第30号（第27条関係） 様式第30号（第27条関係） 



 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

 備考１ ［略］  備考１ ［略］ 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、社団法人、株式会社

、有限会社等の別を記載してください。 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、株式

会社、有限会社等の別を記載してください。 

   ３～７ ［略］    ３～７ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第33号（第30条関係） 様式第33号（第30条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

 備考１ ［略］  備考１ ［略］ 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、社団法人、株式会社

、有限会社等の別を記載してください。 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、株式

会社、有限会社等の別を記載してください。 

   ３～７ ［略］    ３～７ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第39号（第36条関係） 様式第39号（第36条関係） 

 ［略］  ［略］ 

  ［略］   ［略］  

 備考１ ［略］  備考１ ［略］ 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、社団法人、株式会社

、有限会社等の別を記載してください。 

   ２ 「法人の種別」の欄は、申請者が法人である場合

に、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、株式

会社、有限会社等の別を記載してください。 

   ３～７ ［略］    ３～７ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第44号（第41条関係） 様式第44号（第41条関係） 

 ［略］  ［略］ 

 様式３  様式３ 

 ［略］  ［略］ 

  １ 民法第34条の規定に基づき設立された法人、合名会 

社、合資会社及び有限会社の場合は、社員名簿を提出 

してください。（社員とは、民法、商法又は有限会社 

法上の社員であり、従業員ではありません。） 

  １ 一般社団法人又は一般財団法人、合名会社、合資会 

社及び有限会社の場合は、社員名簿を提出してくださ 

い（社員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関す 

る法律、商法又は有限会社法上の社員であり、従業員 

ではありません。）。 

  ２ 財団法人にあっては、基本財産の構成を証する書類 

を提出してください。 

  ２ 一般財団法人にあっては、基本財産の構成を証する 

書類を提出してください。 

  ３～５ ［略］   ３～５ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第51号（第48条関係） 様式第51号（第48条関係） 



 ［略］  ［略］ 

 様式３  様式３ 

 ［略］  ［略］ 

  １ 民法第34条の規定に基づき設立された法人、合名会 

社、合資会社及び有限会社の場合は、社員名簿を提出 

してください。（社員とは、民法、商法又は有限会社 

法上の社員であり、従業員ではありません。） 

  １ 一般社団法人又は一般財団法人、合名会社、合資会 

社及び有限会社の場合は、社員名簿を提出してくださ 

い（社員とは、一般社団法人及び一般財団法人に関す 

る法律、商法又は有限会社法上の社員であり、従業員 

ではありません。）。 

  ２ 財団法人にあっては、基本財産の構成を証する書類 

を提出してください。 

  ２ 一般財団法人にあっては、基本財産の構成を証する 

書類を提出してください。 

  ３～５ ［略］   ３～５ ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県知事部局行政組織規則の一部改正） 

第16条 岩手県知事部局行政組織規則（平成13年岩手県規則第46号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（保健福祉部の分課及びその分掌事務） （保健福祉部の分課及びその分掌事務） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 医療国保課の分掌事務は、次のとおりとする。 ３ 医療国保課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 医療担当の分掌事務  医療担当の分掌事務 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 医療法人及び医療に関する公益法人に関すること。  (２) 医療法人並びに医療に関する一般社団法人及び一般財

団法人に関すること。 

 (３)～(14) ［略］  (３)～(14) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

４～８ ［略］ ４～８ ［略］ 

（農林水産部の分課及びその分掌事務） （農林水産部の分課及びその分掌事務） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 農業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。 ５ 農業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 地域農業振興担当の分掌事務  地域農業振興担当の分掌事務 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 岩手県農業公社に関すること。  (４) 社団法人岩手県農業公社（昭和46年３月29日に社団法

人岩手県農地管理開発公社という名称で設立された法人を

いう。）に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

６～16 ［略］ ６～16 ［略］ 

 （総務部の分課等及びその分掌事務）  （総務部の分課等及びその分掌事務） 



第13条 ［略］ 第13条 ［略］ 

２ 総務室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 総務室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 法務私学担当の分掌事務  法務私学担当の分掌事務 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 公益法人及び公益信託に係る事務の調整に関すること

。 

 (６) 一般社団法人及び一般財団法人並びに公益信託に係る

事務の調整に関すること。 

 (７)～(17) ［略］  (７)～(17) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

３～８ ［略］ ３～８ ［略］ 

９ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 ９ 総務事務センターの分掌事務は、次のとおりとする。 

 職員福祉担当の分掌事務  職員福祉担当の分掌事務 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 地方職員共済組合及び職員互助会に関すること。  (６) 地方職員共済組合及び財団法人岩手県職員互助会（昭

和47年４月１日に財団法人岩手県職員互助会という名称で

設立された法人をいう。）に関すること。 

 (７) ［略］  (７) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （知事が保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正） 

第17条 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則（平成13年岩手県規則第105号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第16条関係） 

 ［略］ 

社団法人岩手県畜産協会 

 

別表第３（第16条関係） 

 ［略］ 

社団法人岩手県畜産協会（昭和30年12月19日に社団法人岩手

県畜産会という名称で設立された法人をいう。） 

社団法人岩手県農業公社 社団法人岩手県農業公社（昭和46年３月29日に社団法人岩手

県農地管理開発公社という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県観光協会 財団法人岩手県観光協会（昭和39年４月16日に財団法人岩手

県観光開発公社という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県土木技術振興協会 財団法人岩手県土木技術振興協会（昭和56年４月１日に財団

 法人岩手県土木技術振興協会という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人グリーンピア田老 財団法人グリーンピア田老（昭和59年４月１日に財団法人グ

リーンピア田老という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人いわて産業振興センター 

 

財団法人いわて産業振興センター（昭和61年８月30日に財団

法人岩手県高度技術振興協会という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人岩手県下水道公社 財団法人岩手県下水道公社（昭和62年３月31日に財団法人岩

 手県下水道公社という名称で設立された法人をいう。） 



財団法人岩手県長寿社会振興財団 財団法人岩手県長寿社会振興財団（昭和63年５月20日に財団

 法人岩手県長寿社会振興財団という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人岩手県国際交流協会 財団法人岩手県国際交流協会（平成元年10月18日に財団法人

岩手県国際交流協会という名称で設立された法人をいう。） 

財団法人岩手県林業労働対策基金 財団法人岩手県林業労働対策基金（平成３年10月31日に財団

法人岩手県林業労働対策基金という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人岩手生物工学研究センター 財団法人岩手生物工学研究センター（平成４年２月１日に財

団法人岩手生物工学研究センターという名称で設立された法

人をいう。） 

財団法人ふるさといわて定住財団 財団法人ふるさといわて定住財団（平成５年５月20日に財団

法人ふるさといわて定住財団という名称で設立された法人を

いう。） 

財団法人さんりく基金 財団法人さんりく基金（平成６年５月２日に財団法人三陸地

域総合研究センターという名称で設立された法人をいう。） 

［略］ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （循環型地域社会の形成に関する条例施行規則の一部改正） 

第18条 循環型地域社会の形成に関する条例施行規則（平成15年岩手県規則第22号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第４条関係） 

岩手県再生資源利用認定製品品質基準 

別表第１（第４条関係） 

岩手県再生資源利用認定製品品質基準 

 品質及び安

全性に関す

る基準 

１ 次のいずれかの規格等に適合している

こと。 

 (１) ［略］ 

 品質及び安

全性に関す

る基準 

１ 次のいずれかの規格等に適合している

こと。 

 (１) ［略］ 

 

   (２) 財団法人日本環境協会が定めるエ

コマーク商品認定基準 

   (２) 財団法人日本環境協会（昭和52年

３月15日に財団法人日本環境協会とい

う名称で設立された法人をいう。）が定

めるエコマーク商品認定基準 

 

   (３)～(５) ［略］    (３)～(５) ［略］  

  ２ ［略］   ２ ［略］  

 ［略］   ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （岩手県事務委任及び代決専決規則の一部改正） 

第19条 岩手県事務委任及び代決専決規則（平成18年岩手県規則第64号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（保健福祉部の部長、総括課長及び担当課長の専決事項） （保健福祉部の部長、総括課長及び担当課長の専決事項） 

第23条 ［略］ 第23条 ［略］ 



２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

４ 地域福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

 総括課長専決事項 

 (１)～(３) ［略］ 

 総括課長専決事項 

 (１)～(３) ［略］ 

 (４) 生活困窮者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人及

び公益法人の監督に関すること。 

 (４) 生活困窮者に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並

びに一般社団法人及び一般財団法人の監督に関すること。

 (５)～(13) ［略］  (５)～(13) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

５ 長寿社会課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

５ 長寿社会課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

総括課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

 (３) 老人に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人及び公益

法人の監督に関すること（地域福祉課の主管に属するもの

を除く。）。 

 (３) 老人に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一

般社団法人及び一般財団法人の監督に関すること（地域福

祉課の主管に属するものを除く。）。 

 ［略］  ［略］ 

６ 障がい保健福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当

課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

６ 障がい保健福祉課の分掌事務について、総括課長及び担当

課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

 総括課長専決事項  総括課長専決事項 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

(７) 身体障害者、心身障害児、知的障害者及び精神障害者

に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人及び公益法人の監

督に関すること。 

(７) 身体障害者、心身障害児、知的障害者及び精神障害者

に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人並びに一般社団法

人及び一般財団法人の監督に関すること。 

 (８)～(16) ［略］  (８)～(16) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

７ 児童家庭課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

７ 児童家庭課の分掌事務について、総括課長及び担当課長の

専決できる事項は、次のとおりとする。 

 総括課長専決事項  総括課長専決事項 

 (１)・(２) ［略］  (１)・(２) ［略］ 

(３) 児童及び母子に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人

及び公益法人の監督に関すること。 

(３) 児童及び母子に係る社会福祉事業を行う社会福祉法人

並びに一般社団法人及び一般財団法人の監督に関すること

。 

 (４) ［略］  (４) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

（総務部の室長、総括課長、所長及び担当課長等の専決事項

） 

（総務部の室長、総括課長、所長及び担当課長等の専決事項

） 

第27条 ［略］ 

２～６ ［略］ 

第27条 ［略］ 

２～６ ［略］ 

７ 総務事務センターの分掌事務について、所長及び担当課長

の専決できる事項は、次のとおりとする。 

７ 総務事務センターの分掌事務について、所長及び担当課長

の専決できる事項は、次のとおりとする。 



 ［略］  ［略］ 

職員福祉担当課長専決事項 

 (１)～(４) ［略］ 

 (５) 地方職員共済組合岩手県支部及び職員互助会に対する

補助金に関すること。 

職員福祉担当課長専決事項 

 (１)～(４) ［略］ 

 (５) 地方職員共済組合岩手県支部及び財団法人岩手県職員

互助会（昭和47年４月１日に財団法人岩手県職員互助会と

いう名称で設立された法人をいう。）に対する補助金に関す

ること。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 別表第２の１の項を次のように改める。 

第16条第８項第３号、

第22条の６及び第22 

条の11 

報告等の受理 ○ ○ ○     ○１ 公有地の拡大の推進

に関する法律の施行に

関する事務（出資する市

町村の区域の全部が一

の広域振興局等の所管

区域にある土地開発公

社に係るものに限る。） 

第19条第２項及び第

５項 

業務の監督 ○ ○ ○     ○

 別表第２の17の項を次のように改める。 

第24条第１項 職業訓練の認定 ○ ○  ○      ○   

第27条の２第２項に

おいて準用する第24

条第１項 

指導員訓練の認定 ○ ○  ○      ○   

第24条第２項及び第

27条の２第２項にお

いて準用する第24条

第２項 

都道府県労働局長から

の意見聴取 

○ ○  ○      ○   

第24条第３項及び第

27条の２第２項にお

いて準用する第24条

第３項 

認定の取消し ○ ○  ○      ○   

第24条第４項 厚生労働大臣との協議 ○ ○  ○      ○   

第36条 設立の認可 ○   ○         

第39条第１項 定款又は寄附行為の変

更の認可 

○ ○  ○      ○   

第39条第３項 届出の受理 ○ ○  ○      ○   

第39条の２ 業務の監督 ○ ○  ○      ○   

第40条第２項 解散の認可 ○   ○         

17 職業能力開発促進法

（昭和44年法律第64号）

の施行に関する事務（事

業主等の事業が２以上

の広域振興局等の所管

区域にわたる場合を除

く。） 

第98条 報告の徴収 ○ ○  ○      ○   

別表第３の35の項を次のように改める。 

第31条第１項 設立の認可 ○ ○     35 社会福祉法（昭和26年

法律第45号）の施行に関 第39条の３ 仮理事の選任（社会福祉 ○ ○     



 法人岩手県社会福祉協

議会、社会福祉法人岩手

県共同募金会及び社会

福祉法人岩手県社会福

祉事業団に係るものを

除く。） 

    

第43条 定款の変更の認可等（社

会福祉法人岩手県社会

福祉協議会、社会福祉法

人岩手県共同募金会及

び社会福祉法人岩手県

社会福祉事業団に係る

ものを除く。） 

○ ○ ○     ○

第46条第２項 解散の認可又は認定（社

会福祉法人岩手県社会

福祉協議会、社会福祉法

人岩手県共同募金会及

び社会福祉法人岩手県

社会福祉事業団に係る

ものを除く。） 

○ ○     

第46条第３項、第46

条の７、第47条の３

、第59条第１項、第

62条第１項、第63条

第１項、第64条、第

67条第１項、第68条 

及び第69条 

届出の受理（社会福祉法

人岩手県社会福祉協議

会、社会福祉法人岩手県

共同募金会及び社会福

祉法人岩手県社会福祉

事業団に係るものを除

く。） 

○ ○     

第49条第２項 合併の認可（社会福祉法

人岩手県社会福祉協議

会、社会福祉法人岩手県

共同募金会及び社会福

祉法人岩手県社会福祉

事業団に係るものを除

く。） 

○ ○     

する事務 

第56条第１項 報告の徴収又は検査（社

会福祉法人岩手県社会

福祉協議会、社会福祉法

人岩手県共同募金会及

び社会福祉法人岩手県

社会福祉事業団に係る

○ ○ ○     ○



 ものを除く。）     

第56条第２項 改善命令（社会福祉法人

岩手県社会福祉協議会、

社会福祉法人岩手県共

同募金会及び社会福祉

法人岩手県社会福祉事

業団に係るものを除く。

） 

○ ○     

 

第56条第３項 業務停止命令又は解職

勧告（社会福祉法人岩手

県社会福祉協議会、社会

福祉法人岩手県共同募

金会及び社会福祉法人

岩手県社会福祉事業団

に係るものを除く。） 

○ ○     

第56条第４項 解散命令（社会福祉法人

岩手県社会福祉協議会、

社会福祉法人岩手県共

同募金会及び社会福祉

法人岩手県社会福祉事

業団に係るものを除く。

） 

○ ○     

第56条第５項 弁明の機会の付与（社会

福祉法人岩手県社会福

祉協議会、社会福祉法人

岩手県共同募金会及び

社会福祉法人岩手県社

会福祉事業団に係るも

のを除く。） 

○ ○     

第56条第７項 報告の受理（社会福祉法

人岩手県社会福祉協議

会、社会福祉法人岩手県

共同募金会及び社会福

祉法人岩手県社会福祉

事業団に係るものを除

く。） 

○ ○     

 

第57条 公益事業又は収益事業

の停止命令（社会福祉法

人岩手県社会福祉協議

○ ○     

  会、社会福祉法人岩手県     



 共同募金会及び社会福

祉法人岩手県社会福祉

事業団に係るものを除

く。） 

    

第62条第２項及び第 

63条第２項 

設置等の許可（社会福祉

法人岩手県社会福祉協

議会、社会福祉法人岩手

県共同募金会及び社会

福祉法人岩手県社会福

祉事業団並びに軽費老

人ホームに係るものを

除く。） 

○ ○     

第62条第６項（第63

条第３項及び第67条

第５項において準用

する場合を含む。） 

許可条件の付加（社会福

祉法人岩手県社会福祉

協議会、社会福祉法人岩

手県共同募金会及び社

会福祉法人岩手県社会

福祉事業団並びに軽費

老人ホームに係るもの

を除く。） 

○ ○     

第63条第１項及び第

64条 

届出の受理（軽費老人ホ

ームに係るものに限る。

） 

○ ○ ○     ○

事業開始の許可（社会福

祉法人岩手県社会福祉

協議会、社会福祉法人岩

第67条第２項 

手県共同募金会及び社

会福祉法人岩手県社会

福祉事業団並びに軽費

老人ホームに係るもの

を除く。） 

○ ○     

 

第70条 報告の徴収、検査又は調

査（第２条第２項第３号

に規定する軽費老人ホ

ームを経営する事業並

びに同項第４号及び第

５号並びに同条第３項

第５号及び第６号に掲

げる事業を経営する者

○ ○ ○     ○

  に対する場合に限る。）     

 



 第71条 改善命令（軽費老人ホー ○ ○ ○     ○

 ムに係るものに限る。）     

第72条 許可の取消し等（社会福

祉法人岩手県社会福祉

協議会、社会福祉法人岩

手県共同募金会及び社

会福祉法人岩手県社会

福祉事業団並びに軽費

老人ホームに係るもの

を除く。） 

○ ○     

 

第73条 寄附金募集の許可等（社

会福祉法人岩手県社会

福祉協議会、社会福祉法

人岩手県共同募金会及

び社会福祉法人岩手県

社会福祉事業団に係る

ものを除く。） 

○ ○     

別表第４の１の項を次のように改める。 

第６条第１項 利子補給の承認 ○ ○ ○ ○   ○   

第７条 利子補給の打切り又

は利子補給金の返還

命令 

○ ○ ○ ○   ○   

第８条 報告の徴収又は調査 ○ ○ ○ ○   ○   

１ 農業近代化資金利子

補給規則（昭和36年岩手

県規則第58号）の施行に

関する事務（農業協同組

合連合会、農業協同組合

中央会、農業共済組合連

合会、土地改良区連合、

たばこ耕作組合、一般社

団法人及び一般財団法

人並びに株式会社（別に

定めるものに限る。）に

係るものを除く。） 

 利子補給金の交付決

定 

○ ○ ○ ○   ○   

別表第４の15の項を次のように改める。 

第10条第20項 指定農協の指定 ○ ○      

第11条第１項及び第

３項 

信用事業規程の設定

、変更及び廃止の承

認 

○ ○ ○   ○   

15 農業協同組合法（昭和

22年法律第132号）の施

行に関する事務 

第11条第４項、第11

条の７第４項、第44

条第４項、第50条の４

第５項において準用

する第50条の２第７ 

届出の受理 ○ ○ ○   ○   

 



項、第64条第４項及び

第７項、第72条の13

第２項、第72条の16

第４項、第72条の17

第２項、第72条の18

第３項、第73条の12

並びに第97条の２（第

６号から第12号まで

（同号にあっては、同

号の農林水産省令（信

用事業に関するもの

については、主務省令

）で定める場合で別に

定めるものを除く。）

を除く。） 

      

第11条の４第１項 信用供与等限度額の

超過の承認 

○ ○ ○   ○   

 

第11条の５ 特定関係者との間の ○ ○      

 取引の承認      

第11条の７第１項及

び第３項 

共済規程の設定、変

更及び廃止の承認 

○ ○ ○   ○   

第11条の23第１項及

び第３項 

信託規程の設定、変

更及び廃止の承認 

○ ○ ○   ○   

第11条の26において

権限が属することと

される信託法（平成18

年法律第108号）第46

条第１項、第62条第４

項（同法第129条第１

項、第135条第１項及

び第142条第１項にお

いて準用する場合を

含む。）、第64条第１項

、第123条第４項及び

第131条第４項 

検査役等の選任 ○ ○      

 

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第46条

第５項、第71条第１項

（同法第74条第６項 

検査役等の報酬等の

決定 

○ ○      



において準用する場

合を含む。）及び第127

条第６項（同法第137

条において準用する

場合を含む。） 

      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第47条

第２項及び第３項 

報告の徴収 ○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第47条

第６項 

措置命令 ○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第57条

第２項（同法第70条（

同法第74条第６項に

おいて準用する場合

を含む。）、第128条第

２項、第134条第２項

及び第141条第２項に

おいて準用する場合

を含む。） 

受託者等の辞任の許

可 

○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第58条

第４項（同法第70条（

同法第74条第６項に

おいて準用する場合

を含む。）、第128条第

２項、第134条第２項

及び第141条第２項に

おいて準用する場合

を含む。） 

受託者等の解任 ○ ○      

 

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第63条

第１項及び第74条第 

信託財産管理等の命

令 

○ ○      

 ２項       

 



 第11条の26において

権限が属することと

される信託法第63条

第３項（同法第74条第

３項において準用す

る場合を含む。） 

信託財産管理等の命

令の変更及び取消し

○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第64条

第６項（同法第74条第

６項において準用す

る場合を含む。） 

信託財産管理等の命

令の登記又は登録の

抹消の嘱託 

○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第66条

第２項ただし書及び

第４項（それぞれ同法 

第73条及び第74条第

６項において準用す

る場合を含む。） 

権限に係る許可 ○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第150条

第１項 

信託の変更の命令 ○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第165条

第１項 

信託の終了の命令 ○ ○      

第11条の26において

権限が属することと

される信託法第246条 

登記の嘱託 ○ ○      

第11条の29第１項及

び第３項 

宅地等供給事業実施

規程の設定、変更及

び廃止の承認 

○ ○ ○   ○   

第11条の32第１項及

び第３項 

農業経営規程の設定

、変更及び廃止の承

認 

○ ○ ○   ○   

第11条の46第２項 議決権の取得等の特 ○ ○      

 例の承認      

 

 

第40条第１項及び第 一時役員等の職務を ○ ○ ○     室長等に

 

 

 



 行うべき者の選任又３項 

は総会の招集 

    あっては、

第10条第１

項第３号の

事業を行う

組合を除く

。 

 

○ ○ ○ ○   ○  室長等に第44条第２項 定款変更の認可 

    あっては、

第10条第１

項第３号の

事業を行う

組合を除く

。 

第44条第３項におい

て準用する第61条第

２項 

定款変更認可に関す

る証明 

○ ○ ○   ○   

第50条の２第３項 信用事業の譲渡（譲

受け）の認可 

○ ○      

第50条の２第７項 届出の受理 ○ ○      

第60条第１項 設立の認可 ○ ○ ○     室長等に

あっては、

第10条第１

項第３号の

事業を行う

組合を除く

。 

第61条第２項 設立認可に関する証 ○ ○      

 明      

第63条第２項 設立の認可の取消 ○ ○ ○     室長等に

あっては、

第10条第１

項第３号の

事業を行う

組合を除く

。 

 

第64条第２項 解散の認可 ○ ○ ○ ○   ○  室長等に

あっては、

第10条第１

項第３号の

       事業を行う

 



       組合を除く

。 

第64条第３項におい

て準用する第61条第

２項 

解散認可に関する証

明 

○ ○ ○   ○   

第65条第２項 合併の認可 ○ ○ ○     室長等に

あっては、

第10条第１

項第３号の

事業を行う

組合を除く

。 

第65条第３項におい

て準用する第61条第

２項 

合併認可に関する証

明 

○ ○      

第70条第３項におい

て準用する第65条第

２項 

権利義務の承継の認

可 

○ ○ ○   ○   

第72条の12の６ 一時理事の職務を行

うべき者の選任 

○ ○      

第93条 報告の徴取（別に定

めるもの及び第94条

の規定による検査に

基づくものを除く。

） 

○ ○      

第95条 違法行為に対する措

置（第94条の規定に

よる検査に基づくも

の及び第10条第１項

第３号の事業を行う

組合に係るものを除

 く。） 

○ ○      

 

第95条の２ 解散命令（第94条の

規定による検査に基

づくもの及び第10条

第１項第３号の事業

を行う組合に係るも

○ ○      

 のを除く。）       

第95条の３ 解散命令の通知に代 ○ ○      

  わる官報掲載      

 



 第95条の４ 中央会からの意見の ○ ○      

 聴取       

第96条 議決、選挙又は当選 ○ ○      

 の取消       

第97条 専属利用契約の取消 ○ ○      

 

改正前 改正後 

別表第11 広域振興局等以外の出先機関のうち保健福祉部に属

する出先機関の長委任事項（第６条関係） 

別表第11 広域振興局等以外の出先機関のうち保健福祉部に属

する出先機関の長委任事項（第６条関係） 

 区 分 事 務 条 項 内 容   区 分 事 務 条 項 内 容  

  ［略］   ［略］  

 ［略］  ［略］ 

第50条第１項及

び第３項 

定款又は寄附

行為の変更の

認可及び届出

の受理 

第46条の４第５

項、第６項及び

第７項第４号 

仮理事の選任

、特別代理人

の選任及び監

事からの報告

の受理 

第50条第１項及

び第３項 

定款又は寄附

行為の変更の

認可及び届出

の受理 

17 医療法（

昭和23年法

律第205号）

の施行に関

する事務 

第68条において

準用する民法第

56条、第57条、

第59条第３号、

第77条第２項及

び第83条 

仮理事の選任

、特別代理人

の選任、監事

からの報告の

受理、清算人

登記の届出の

受理及び清算

結了の届出の

受理 

17 医療法（

昭和23年法

律第205号）

の施行に関

する事務 

第56条の６及び

第56条の11 

清算人の届出

の受理及び清

算結了の届出

の受理 

 

保健所長 

 ［略］ 

  

保健所長

 ［略］ 

 

  ［略］    ［略］  

 ［略］  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則の一部改正） 

第20条 職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例施行規則（平成19年岩手県規則第19号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う （県又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う

法人） 法人） 

第４条 条例第２条第４項の規則で定める法人は、次に掲げる 第４条 条例第２条第４項の規則で定める法人は、次に掲げる

 



法人とする。 法人とする。 

 (１)～(５) ［略］  (１)～(５) ［略］ 

 (６) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年

岩手県条例第67号）第10条に規定する特定法人 

 (６) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13

年岩手県条例第67号）第10条に規定する特定法人 

 (７) ［略］  (７) ［略］ 

 （職員としての在職期間に含まれる休職の期間）  （職員としての在職期間に含まれる休職の期間） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

２ 前項第１号の規定の適用については、外国の地方公共団体 ２ 前項第１号の規定の適用については、外国の地方公共団体

の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年 の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年

岩手県条例第７号）第３条第１項に規定する派遣職員（次条 岩手県条例第７号）第３条第１項に規定する派遣職員（次条

第１号において「外国派遣職員」という。）の派遣先の機関 第１号において「外国派遣職員」という。）の派遣先の機関

の業務又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例第３条 の業務又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第３

第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派遣

職員」という。）の派遣先の団体の業務（当該業務に係る労

働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項及

び第３項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地方

公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定する

勤務場所とみなした場合に同項及び同条第３項に規定する通

条第１号に規定する派遣職員（次条第１号において「団体派

遣職員」という。）の派遣先の団体の業務（当該業務に係る

労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項

及び第３項に規定する通勤（当該業務に係る就業の場所を地

方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定す

る勤務場所とみなした場合に同項及び同条第３項に規定する

勤に該当するものに限る。）を含む。次条第１号において同 通勤に該当するものに限る。）を含む。次条第１号において

じ。）を公務とみなす。 同じ。）を公務とみなす。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、平成20年12月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の岩手県規則（以下「改正前規則」という。）の様式による申請書等は、この規則による改正後の当該

岩手県規則の様式による申請書等とみなす。 

３ 改正前規則の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 


		2008-11-27T10:53:15+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




